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四
一

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
創
出
す
る

―
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
政
治
文
化
―

岩
　
井
　
　
　
淳

は
じ
め
に
―
―
政
治
文
化
を
め
ぐ
る
研
究
状
況

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
創
出
す
る
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
イ
ギ
リ

ス
史
上
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
一
五
～
一
六
世
紀
に
類
義
語
の
「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
」
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、「
公
共
の
利
益
」
や
「
共
通

善
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
一
六
世
紀
で
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
・
メ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
中
心
に
「
君
主
の
統
治
す
る
国
」

と
い
う
語
義
で
使
わ
れ
、
一
七
世
紀
に
は
、「
共
和
国
」
と
い
う
意
味
で
普
及
し
た
。
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
一
九
三
一
年
に
成
立
し
た
「
イ
ギ

リ
ス
連
邦
」
と
い
う
意
味
が
加
わ
る（

１
）。

そ
の
中
で
、
一
七
世
紀
半
ば
に
「
共
和
国
」
と
い
う
意
味
に
推
移
し
た
こ
と
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

の
概
念
史
上
で
も
大
き
な
転
換
で
あ
る
。
本
稿
は
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
い
て
国
王
処
刑
以
後
の
共
和
政
期
（
一
六
四
九
～

六
〇
年
）
に
焦
点
を
絞
り
、
共
和
国
を
意
味
す
る
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
、
ど
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
、
普
及
し
た
か
を
、
政
治
文
化
論
の
視



四
二

点
か
ら
問
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
政
治
文
化
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
近
世
史
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
史
に
お
い
て
、
政
治
文
化

研
究
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
、
何
が
争
点
と
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
は
、
圧
倒
的
に
文
字
史
料
を
分
析
す
る
も
の
が
多
く
、

絵
画
や
風
刺
画
、
紋
章
、
コ
イ
ン
と
い
っ
た
図
像
を
資
料
と
し
て
用
い
た
り
、
儀
礼
や
式
典
と
い
う
行
為
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
ま
れ

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
近
世
史
上
で
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
や
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
と
い
っ
た
思
想
史
上
の
偉
人
が
光
彩
を
放
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
記
し
た
著
作
が
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
史
で
も
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
聖
職
者
や
議
会
派
の
政
治
家
が
残
し
た
説
教
や
演
説
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
大
量
に
あ
り
、
歴
史
家
を
引
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
恵
ま
れ
た
史
料
状
況
が
、
テ
キ
ス
ト
分
析
に
重
き
を
お
く
思
想
史
や
宗
教
史
、
政
治
史
の
研
究
を
促
し
、
豊
か
な
成
果
を
生
み

出
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
近
世
の
豊
富
な
文
字
史
料
の
存
在
が
、
逆
に
図
像
や
儀
礼
を
対
象
と
す
る
政
治
文

化
研
究
を
遠
ざ
け
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
史
料
や
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
、
著
者
だ
け
で
な
く
、
読
者
が
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、
時
と
し
て
書

き
手
の
思
惑
を
超
え
て
受
け
手
に
伝
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
書
き
手
の
予
測
を
超
え
た
反
論
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
も
あ
る（

２
）。

絵
画
や
風
刺
画
、
紋

章
、
コ
イ
ン
と
い
っ
た
図
像
は
、
そ
れ
自
体
が
広
く
社
会
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
の
で
、
受
け
手
に
関
す
る
考
察
は
不
可
欠
で
あ
る
。
儀
礼
や

式
典
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
扱
う
政
治
文
化
研
究
は
、
文
字
史
料
を
中
心
に
し
た
研
究
に
比
べ
、
あ
ま

り
進
展
し
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
史
で
は
絶
対
王
政
期
や
革
命
期
を
対
象
に
積
極
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る

が（
３
）、

イ
ギ
リ
ス
史
で
も
一
九
八
〇
年
代
か
ら
絵
画
や
風
刺
画
、
紋
章
、
コ
イ
ン
と
い
っ
た
図
像
資
料
を
使
っ
た
研
究
が
登
場
し
、
日
本
で
は
一
六

世
紀
の
凱
旋
入
市
式
や
議
会
儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た（

４
）。

た
だ
イ
ギ
リ
ス
史
に
お
け
る
政
治
文
化
研
究
は
、
一
六
～
一
七
世
紀

の
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
や
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
適
し
て
い
て
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
よ
う
な
動
態
的
局
面
に
は
そ
の
応
用
が
難
し
く
、



四
三

成
果
が
乏
し
か
っ
た
。
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
末
に
な
っ
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
政
治
文
化
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
登
場
し
、
共
和
国

の
樹
立
や
オ
リ
ヴ
ァ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
政
権
が
、
政
治
文
化
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

５
）。

革
命
期
に

は
、
テ
キ
ス
ト
分
析
に
よ
る
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
王
派
と
議
会
派
、
さ
ら
に
議
会
軍
内
の
軍
幹
部
と
一
般
兵
士
層
の
間
で
、
活
発

な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
情
報
の
発
信
者
と
受
け
手
の
関
係
は
固
定
さ
れ
ず
、
流
動
的
で
双
方
向
的
な
動
き
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
革
命
期
の
政
治
文
化
研
究
は
、
テ
キ
ス
ト
分
析
に
よ
る
研
究
と
は
違
っ
た
、
新
た
な
地
平
を
切
り
開
く
可

能
性
が
あ
り
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

革
命
期
の
政
治
文
化
研
究
で
、
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
共
和
国
と
し
て
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
文
化
が
、
前
の
時
代
と
連
続
し

て
い
る
か
、
断
絶
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
連
続
説
は
、
絵
画
や
儀
礼
な
ど
を
先
駆
的
に
扱
っ
た
ケ
ヴ
ィ
ン
・
シ
ャ
ー
プ
の
研
究
に
代

表
さ
れ
る
。
彼
は
、
一
九
九
八
年
の
論
文
で
、
共
和
国
の
政
治
文
化
が
君
主
政
や
貴
族
政
の
文
化
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
し
、
論
文

の
副
題
を
「
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
共
和
政
文
化
の
失
敗
」
と
命
名
し
た（

６
）。

彼
は
、
共
和
国
が
自
ら
の
政
治
文
化
を
創
出
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
対
照
的
な
位
置
に
あ
る
の
が
、
共
和
国
の
政
治
文
化
が
積
極
的
に
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
た
シ
ョ
ー
ン
・
ケ
ル
シ
ー
の
研
究（

７
）と

、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
表
象
が
単
に
君
主
政
や
貴
族
政
の
影
響
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
議
論
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
を

示
し
た
ロ
ー
ラ
・
ノ
ッ
パ
ー
ズ
の
研
究（

８
）で

あ
る
。
両
者
の
見
解
は
、
単
純
で
は
な
い
が
、
断
絶
説
と
言
っ
て
い
い
。
だ
が
、
実
際
の
歴
史
は
、

連
続
か
断
絶
か
で
簡
単
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
ケ
ル
シ
ー
や
ノ
ッ
パ
ー
ズ
の
研
究
に
し

て
も
、
君
主
政
や
貴
族
政
の
影
響
を
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
影
響
下
で
新
し
い
文
化
の
形
が
登
場
し
た
と
し
て
い
る
。
他
方

で
、
最
近
で
は
ケ
ル
シ
ー
や
ノ
ッ
パ
ー
ズ
の
批
判
を
あ
る
程
度
ま
で
取
り
込
み
、
一
七
世
紀
前
半
の
政
治
文
化
を
総
合
的
に
通
観
し
た
、
シ
ャ
ー

プ
の
大
著
が
出
版
さ
れ
た（

９
）。

議
論
は
、
連
続
か
断
絶
か
と
い
う
単
純
な
も
の
か
ら
、
両
者
の
複
雑
な
絡
み
合
い
の
解
明
へ
と
移
行
し
て
い
る
と



四
四

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
受
け
て
、
共
和
国
が
樹
立
さ
れ
た
一
六
四
九
年
以
降
の
時
期
を
中
心
に
、
君
主
政
や
貴
族
政
の
影
響

を
受
け
な
が
ら
も
、
共
和
国
を
意
味
す
る
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
普
及
し
た
か
を
解
き
明
か
し
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
政
治
文
化
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ケ
ル
シ
ー
や
ノ
ッ
パ
ー
ズ
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、

第
一
に
、
ラ
ン
プ
議
会
が
共
和
国
を
ど
の
よ
う
に
創
出
し
た
か
を
、
行
政
の
場
と
式
典
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
ラ
ン
プ
議
会

が
ど
の
よ
う
な
国
家
表
象
を
企
て
た
か
を
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
紋
章
や
国
璽
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。
第
三
に
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
表
象
が

単
に
君
主
政
や
貴
族
政
の
影
響
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
批
判
的
な
風
刺
画
な
ど
の
介
在
に
よ
っ
て
幅
広
い
議
論
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
を
示

す
。
第
四
に
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
期
の
儀
式
で
も
ラ
ン
プ
議
会
の
時
期
と
同
じ
く
議
会
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
紋
章
な
ど
に
よ
る
国
家
表
象

で
は
変
化
が
あ
っ
た
も
の
の
、
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
文
化
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

期
に
は
、
伝
統
的
な
政
治
文
化
の
様
式
や
形
態
を
用
い
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
共
和
政
の
政
治
文
化
が
生
み
出
さ
れ

た
こ
と
を
提
示
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

１　

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
式
典
―
―
共
和
国
の
創
出

一
六
四
八
年
一
二
月
六
日
、
長
期
議
会
か
ら
長
老
派
議
員
と
目
さ
れ
る
約
一
四
〇
名
が
追
放
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
プ
議
会
は
成

立
し
た
。「
ラ
ン
プRum

p

」
と
は
残
部
を
意
味
す
る
名
詞
で
あ
り
、「
ラ
ン
プ
議
会
」
は
「
残
り
者
の
議
会
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
こ

の
「
プ
ラ
イ
ド
の
パ
ー
ジ
」
と
い
う
事
件
に
よ
っ
て
、
長
期
議
会
は
六
〇
名
ほ
ど
の
独
立
派
議
員
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ
ン

プ
議
会
は
、
翌
年
一
月
か
ら
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
裁
判
を
進
め
、
国
王
は
一
月
三
〇
日
に
断
頭
台
の
露
と
消
え
た
。
一
六
四
九
年
三
月
に
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五

は
君
主
政
と
貴
族
院
が
廃
止
さ
れ
、
ラ
ン
プ
議
会
は
一
院
制
の
議
会
と
な
っ
た
。
そ
し
て
五
月
一
九
日
、
次
の
よ
う
な
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
宣

言
」
を
発
布
し
た
。

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
そ
の
す
べ
て
の
植
民
地
・
領
地
に
い
る
人
民
は
、
一
つ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
し
て
自
由
国
た
る
べ
く
、
こ
こ
に
制
定
さ

れ
、
形
成
さ
れ
、
確
定
さ
れ
た
。
か
く
て
今
後
、
こ
の
国
民
の
最
高
権
威
、
す
な
わ
ち
議
会
に
お
け
る
人
民
の
代
表
に
よ
っ
て
、
ま
た
彼
ら
が

人
民
の
た
め
に
任
命
・
組
織
す
る
官
吏
と
官
職
者
に
よ
っ
て
、
国
王
お
よ
び
貴
族
院
な
き
ま
ま
に
、
一
つ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
し
て
自
由
国

と
し
て
統
治
さ
れ
る
だ
ろ
う）

1（
（

」。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
軍
隊
は
、
一
六
四
九
年
六
月
か
ら
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
率
い
ら
れ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
渡
っ
た
。
こ
の
地
を
征
服
し
た
軍
隊

は
、
翌
年
六
月
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
遠
征
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
軍
は
、
一
六
五
〇
年
九
月
三
日
の
ダ
ン
バ
ー
で
の
戦

勝
、
翌
年
九
月
三
日
の
ウ
ー
ス
タ
ー
で
の
戦
勝
を
へ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
も
征
服
し
た
。
ラ
ン
プ
議
会
は
、
国
王
処
刑
か
ら
「
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
宣
言
」、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
遠
征
と
続
く
国
内
外
の
重
大
事
件
を
主
導
し
、
一
六
五
三
年
四
月
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に

よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。
こ
の
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
史
的
に
詳
細
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も）

11
（

、
あ
ま
り
積
極
的
に
評
価

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ラ
ン
プ
議
会
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
演
出
し
た
こ
と
は
改
め
て
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
時
期
に
行
政
府
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
一
六
四
九
年
二
月
に
設
立
さ
れ
た
国
務
会
議
で
あ
る
。
国
務
会
議
は
四
一
名
の
議
員
か
ら

な
り
、
三
四
名
が
ラ
ン
プ
議
会
の
議
員
と
兼
職
で
、
残
り
七
名
の
う
ち
五
名
は
貴
族
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ラ
ン
プ
議
会
や
国
務
会
議
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
し
た
の
か
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
宣
言
」
は
出
た
も
の
の
、
誕
生
間
も

な
い
共
和
国
は
不
安
定
で
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
何
を
目
ざ
す
か
も
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
ン
プ
議
会
と
国
務
会
議
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
を

安
定
さ
せ
、
そ
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
る
た
め
、
様
々
な
工
夫
を
試
み
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
の
活
動
の
場
で
あ
る
。
ラ
ン
プ

議
会
は
長
期
議
会
同
様
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
会
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。
国
務
会
議
や
政
府
の
様
々
な
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、
少
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し
前
ま
で
国
王
が
宮
廷
を
お
き
、
公
式
に
も
非
公
式
に
も
様
々
な
行
事
が
挙
行
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
の
建
物
で
あ
っ
た
（
地
図
参
照）

1（
（

）。

何
と
い
っ
て
も
当
時
の
人
々
の
記
憶
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
の
晩
餐
会
館
前
に
し
つ
ら
え
た
処
刑
場
で
国
王
が

落
命
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

国
王
な
き
後
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
行
政
の
場
と
な
っ
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
見
す
る
と
議
会
派
が
国

王
の
政
治
を
引
き
継
い
だ
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
、
議
会
派
の
要
人
が
、
国
王
に
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
早
く
も
一
六
四
八

年
一
二
月
に
表
れ
て
い
た
。
議
会
派
の
新
聞
を
刊
行
し
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
に
入
っ
た
議
会
軍
総
司
令
官
フ
ェ

ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
と
彼
の
軍
隊
に
苦
言
を
呈
し
た
。「
司
令
官
閣
下
は
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
を
宿
舎
と
し
た
。
あ
た
か
も
国
王
に
な
っ
た
か
の
よ
う

で
あ
る
。
彼
は
、
四
つ
の
歩
兵
連
隊
を
つ
れ
て
き
て
、
そ
の
一
部
を
廷
臣
と
し
、
残
り
を
ヨ
ー
ク
・
ハ
ウ
ス
や
他
の
貴
族
の
館
に
分
散
さ
せ
た）

13
（

」。

こ
の
よ
う
に
議
会
軍
が
国
王
の
宮
廷
政
治
の
後
追
い
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。

し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
は
、
国
務
会
議
の
所
在
地
に
な
り
、
共
和
国
の
行
政
の
中
心
に
作
り
直
さ
れ
て
い
っ
た
。
国
王
処
刑
後
、「
多
く

の
点
で
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
中
庭
、
政
治
活
動
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
我
々
が
見
た
よ
う
に
、
そ
こ
は
国
務
会
議
や
多

数
の
委
員
会
の
所
在
地
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
政
府
構
成
員
や
官
吏
に
安
ら
ぎ
の
場
を
与
え
た
。
彼
ら
は
、
そ
こ
で
暮
ら
し
、
仕
事
を

し
、
祈
り
、
食
事
し
、
休
み
、
可
能
な
場
合
は
、
お
そ
ら
く
庭
園
の
散
策
も
し
た
だ
ろ
う）

1（
（

」。

ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
は
、
以
前
の
よ
う
に
、
一
人
の
国
王
と
彼
の
従
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
宮
廷
で
は
な
く
な
り
、
共
和
国
の
た
め
の
仕
事
場

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
機
能
変
化
を
伴
い
な
が
ら
、
ラ
ン
プ
議
会
や
国
務
会
議
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
式
典
や
パ
レ
ー
ド
と
い
っ
た
共
和
国
の
公
式
行
事
を
通
し
て
、
新
し
い
共
和
国
を
意
図
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
そ
の

際
、
特
筆
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
か
つ
て
国
王
が
挙
行
し
た
華
美
な
式
典
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
敬
虔
や
公
正
と
い
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

的
・
市
民
的
価
値
観
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
議
会
や
軍
隊
が
、
国
王
や
貴
族
に
代
わ
っ
て
式
典
の
主
体
と
な
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
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特
権
を
も
つ
限
ら
れ
た
者
が
出
席
し
た
の
で
は
な
く
、
沢
山
の
人
、
多
様
な
人
が
式
典
に
参
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点
か
ら
検
討
し
よ

う
。
一
六
五
〇
年
一
二
月
、
熱
心
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
軍
士
官
ト
マ
ス
・
ハ
リ
ソ
ン
は
、
ス
ペ
イ
ン
使
節
団
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
華
美
で
贅
沢
な
服
装
を
慎
む
よ
う
に
ラ
ン
プ
議
会
の
議
員
に
忠
告
し
た
。「
今
や
諸
国
が
君
た
ち
に
使
節
を
送
っ
て
い
る
。
君
た
ち
は
、
聖

徒
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
っ
た
金
銀
や
世
俗
的
き
ら
び
や
か
さ
で
は
な
く
、
知
恵
、
敬
虔
、
正
義
、
公
正
を
も
っ
て
自
ら
輝
く
よ
う
に
努
め
る

べ
き
で
あ
る）

15
（

」。
華
美
や
贅
沢
は
共
和
国
の
精
神
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
精
神
は
、
戦
勝
に
伴
う
式
典
な
ど
で
顕
著
に
表
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
第
二
の
特
色
、
議
会
や
軍
隊
が
主
体
と
な
っ
た
点
が
表
れ
て

い
た
。
一
六
五
〇
年
五
月
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
遠
征
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
戻
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
大
歓
声
だ
っ
た
。

式
典
の
パ
レ
ー
ド
は
、
西
部
の
港
町
ブ
リ
ス
ト
ル
か
ら
始
ま
り
、
連
続
砲
射
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
た
。
二
日
後
に
彼
は
、
軍
隊
の
士
官
や
兵
士

と
と
も
に
ウ
ィ
ン
ザ
ー
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
謁
見
し
た
の
は
、「
議
会
や
国
務
会
議
の
議
員
た
ち
、
軍
隊
の
主
要
な
士
官
た

ち
と
い
っ
た
多
数
の
高
貴
な
人
々
だ
っ
た
。
お
互
い
に
礼
節
あ
る
敬
意
を
表
明
す
る
の
に
多
く
の
時
を
費
や
し
た
後
、
彼
ら
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
出
来
事
や
順
調
な
成
功
が
見
込
ま
れ
る
事
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
意
見
を
交
わ
し
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
行
い
を
成
功
さ
せ
る
の
は
神
を

喜
ば
せ
る
こ
と
で
あ
る）

1（
（

」。

同
じ
く
一
六
五
一
年
九
月
三
日
の
ウ
ー
ス
タ
ー
で
の
戦
勝
後
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
遠
征
か
ら
帰
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
軍
は
、
大
歓
声
に
迎
え

ら
れ
た
。
早
く
も
九
月
一
二
日
に
は
祝
勝
の
儀
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
そ
の
日
の
朝
、
ロ
ン
ド
ン
の
ギ
ル
ド
ホ
ー
ル
に
集
ま
っ
た
人
々
は
、
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
を
出
迎
え
る
た
め
、
正
装
し
て
馬
車
に
分
乗
し
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
ア
ク
ト
ン
付
近
ま
で
西
へ
移
動
し
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
ら
の
パ

レ
ー
ド
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
っ
て
い
た
。「
最
初
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
馬
に
乗
っ
て
い
る
の
で
分
か
る
よ
う
に
、
勇
敢
で
、
雄
々
し
く
、
豪

胆
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
一
団
か
ら
な
る
近
衛
騎
兵
隊
で
、
彼
ら
に
続
く
の
は
、
シ
テ
ィ
に
配
属
さ
れ
る
ラ
ウ
ズ
連
隊
長
率
い
る
騎
馬
隊
だ
っ

た
。
そ
の
次
は
多
数
の
品
位
あ
る
議
員
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
、
そ
の
次
が
馬
車
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
た
司
令
官
閣
下
と
議
会
の
議
長
だ
っ
た
。
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概
数
に
し
て
、
少
な
く
と
も
三
〇
〇
台
の
馬
車
が
、
お
互
い
近
接
し
て
や
っ
て
来
た）

17
（

」。

こ
の
様
子
を
見
る
と
、
第
三
の
特
色
で
あ
る
沢
山
の
人
、
様
々
な
人
が
式
典
に
参
加
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
儀
式
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、

集
ま
っ
た
人
に
き
ら
び
や
か
な
印
象
を
与
え
る
よ
り
も
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
実
際
、
一
六
五
〇
年
五
月
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
遠
征
か
ら
帰
還
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、「
多
数
の
貴
族
、
議
会
と
国
務
会
議
の
ほ
と
ん
ど
の
議
員
、
好
意
を
も
つ
多
数
の
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
と
市
民
」
を
伴
い
な
が
ら
、
ロ
ン
ド
ン
に
入
市
し
た
の
で
あ
っ
た）

18
（

。

こ
の
よ
う
に
共
和
国
の
式
典
や
パ
レ
ー
ド
で
は
、
国
王
が
君
臨
し
た
時
代
に
比
べ
て
、
顕
著
な
特
色
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
敬

虔
や
公
正
と
い
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
・
市
民
的
価
値
観
が
強
調
さ
れ
、
第
二
に
、
議
会
や
軍
隊
が
、
国
王
や
貴
族
に
代
わ
っ
て
式
典
の
主
体

と
な
り
、
第
三
に
、
沢
山
の
人
、
様
々
な
人
が
式
典
に
参
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
式
典
や
パ
レ
ー
ド
を
通
し
て
、
人
々
は
、
視
覚
的
に
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
成
立
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

２　

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
―
―
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
表
象

ラ
ン
プ
議
会
や
国
務
会
議
は
、
式
典
や
パ
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
訴
え
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
創
出
を
目
ざ
し
た
。
し
か
し
、
目
に
見

え
る
形
で
共
和
国
を
特
徴
づ
け
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
紋
章
や
国
璽
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
表
象
す
る
の
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
国
王
が
処
刑
さ
れ
る
以
前
、
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
紋
章
が
、

国
家
表
象
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
た
。
二
人
の
王
の
紋
章
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
、
四
分
画
の
右
上
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
紋
章
、
左
下
に
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
紋
章
＝
ハ
ー
プ
を
入
れ
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
前
代
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
紋
章
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
象
徴
す
る
ラ
イ
オ
ン

三
頭
と
フ
ラ
ン
ス
を
象
徴
す
る
百
合
の
花
を
組
み
合
わ
せ
た
伝
統
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
中
世
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
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ド
王
が
フ
ラ
ン
ス
に
領
土
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
王
位
を
要
求
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
（
図
１
参
照
）。
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
国
王
の
紋
章

は
、
英
仏
を
示
し
た
部
分
を
四
分
画
の
右
下
と
左
上
に
配
置
し
て
い
る
が
、
新
た
に
右
上
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
左
下
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
組

み
込
ん
だ
点
で
斬
新
で
あ
っ
た
（
図
２
参
照）

19
（

）。

し
か
し
、
こ
の
紋
章
を
使
っ
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
一
六
四
九
年
一
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
紋
章
が
必
要
に
な
っ

た
。
独
立
派
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
つ
と
め
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
は
、
一
六
五
〇
年
八
月
、
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
像
が

引
き
倒
さ
れ
る
話
を
紹
介
し
た
。「
先
週
の
土
曜
日
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
の
西
側
外
れ
に
あ
る
前
王
の
像
が
引
き
倒
さ
れ
た
。
倒
さ
れ
た
後
も
、

そ
れ
は
直
立
し
て
い
た
が
、
旧
取
引
所
付
近
で
首
が
像
か
ら
切
断
さ
れ
る
と
、
す
ご
い
声
が
聞
こ
え
た
（
と
彼
ら
は
言
う）

（（
（

）」。

国
王
像
の
撤
去
は
、
他
の
場
所
、
他
の
都
市
で
も
進
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
国
王
の
紋
章
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
も
疑
問
視
さ
れ
、

廃
止
さ
れ
た
。
一
六
五
〇
年
一
二
月
に
な
る
と
国
務
会
議
は
、
拠
点
と
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
や
他
の
公
的
施
設
に
残
る
国
王
を
記
念
し
た
徴

を
す
べ
て
撤
去
す
る
よ
う
に
命
じ
た）

（1
（

。
記
念
の
徴
と
同
じ
く
、
コ
イ
ン
も
問
題
に
な
っ
た
。
国
王
の
顔
を
刻
印
し
た
コ
イ
ン
は
、
国
王
処
刑
後

も
し
ば
ら
く
流
通
し
て
い
た
が
、
共
和
国
に
と
っ
て
は
当
然
不
都
合
で
、
刷
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ
ン
プ
議
会
は
、
一
六
四
九
年
四
月
、

共
和
国
の
新
コ
イ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
国
務
会
議
の
勧
告
を
受
け
入
れ
た）

（（
（

。
新
コ
イ
ン
の
表
面
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
示
す
セ
ン
ト
・

ジ
ョ
ー
ジ
の
紋
章
を
刻
印
し
て
い
た
が
、
裏
面
に
は
、
左
に
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
右
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ハ
ー
プ
を
組
み
合
わ
せ
た
新
し
い

紋
章
が
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
、
ラ
ン
プ
議
会
と
国
務
会
議
が
、
国
王
の
紋
章
に
代
わ
っ
て
置
き
換
え
を
進
め
た
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
国
家
表
象
で
あ
る
（
図
３
参
照
）。

こ
の
紋
章
は
、
第
一
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
地
理
的
領
域
観
を
示
し

て
お
り
、
第
二
に
、
軍
隊
や
議
会
と
い
っ
た
共
和
国
の
主
要
な
機
関
に
掲
げ
ら
れ
、
第
三
に
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
な
く
、
地
方
ま
で
普
及

し
た
と
い
う
三
つ
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
の
特
色
か
ら
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
疑
問
と
な
る
の
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
に
、
な
ぜ



五
〇

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
入
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
除
か
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
一
六
四
九
年
六
月
か
ら
征
服
が
開
始

さ
れ
た
。
成
立
間
も
な
い
共
和
国
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
組
み
込
む
こ
と
は
可
能
と
考
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
君
主
政
の
廃

止
に
着
手
し
た
。
し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
一
六
三
〇
年
代
後
半
か
ら
独
自
の
動
き
を
示
し
て
お
り
、
固
有
の
議
会
も
機
能
し
て
い
た
。

共
和
国
政
府
は
、
こ
の
時
点
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
別
の
国
と
と
ら
え
、
組
み
込
む
の
は
難
し
い
と
判
断
し
て
い
た）

（3
（

。

一
六
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
国
璽
も
、
こ
の
紋
章
と
同
じ
く
地
理
的
観
念
を
提
示
し
た
。
国
璽
の
表
面
は
、
開
会
中
の

議
会
を
表
し
て
い
る
が
、
裏
面
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
除
い
た
南
部
の
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
地
図
を
刻
印
し
、
二
つ
の
国
の
紋
章
ま
で
入
れ
て

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
図
４
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

の
紋
章
や
国
璽
は
、
当
時
の
共
和
国
が
二
国
か
ら
な
る
ブ
リ
テ
ン
複
合
国
家
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る）

（（
（

。
た
だ
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
除
外

さ
れ
た
点
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
は
、
軍
隊
や
議
会
で
広
く
用
い
ら
れ
た
。
ラ
ン
プ
議
会
が
紋
章
を
正
式
に
認
め
る
前
の
一
六
四
九
年
三

月
、
国
務
会
議
は
、
海
軍
船
の
船
尾
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
を
掲
げ
る
よ
う
に
命
じ
た
（
図
５
参
照
）。
ま
た
一
六
五
〇
年
六
月
に
は
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
軍
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
と
一
致
す
る
」
旗
を
用
い
る
よ
う
に
命
じ
た）

（5
（

。
軍
隊
だ
け
で
な
く
、
議
会
で
も
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
の
紋
章
は
掲
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
六
五
三
年
四
月
に
解
散
さ
れ
る
ラ
ン
プ
議
会
の
情
景
を
描
い
た
絵
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
図

６
参
照
）。
こ
れ
以
外
で
も
、
詩
人
で
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
ラ
テ
ン
語
秘
書
官
を
つ
と
め
た
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
は
、
自
ら
の
著
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
人
民
弁
護
論
』（
一
六
五
一
年
）
の
表
紙
を
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
で
飾
っ
た
の
で
あ
る
（
図
７
参
照）

（（
（

）。

第
三
に
、
こ
の
紋
章
が
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
な
く
、
地
方
ま
で
普
及
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
一
六
五
〇
年
一
一
月
、
国
務

会
議
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
南
部
の
サ
フ
ォ
ー
ク
州
に
あ
る
オ
ー
ル
ド
バ
ラ
の
市
庁
舎
に
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
を
掲
げ
る
よ
う
に
命
じ
た）

（7
（

。

し
か
し
、
中
央
政
府
が
地
方
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
は
珍
し
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
地
方
都
市
や
州
で
は
、
自
発
的
に
国
王
の
紋
章
を
撤
去
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し
、
共
和
国
の
紋
章
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
レ
ス
タ
ー
市
も
、
市
庁
舎
や
市
門
か
ら
国
王
の
紋
章
を
撤
去
し
て
、
新
政
府
に
恭
順
の
意
を
表
し

た
の
だ
っ
た）

（8
（

。

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紋
章
は
、
国
家
表
象
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
地
理
的
領
域
観
を
示
し
、
第
二
に
、
軍
隊
や
議
会
と
い
っ
た
共
和
国
の
主
要
な
機
関
で

掲
げ
ら
れ
、
第
三
に
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
な
く
、
地
方
ま
で
普
及
し
た
と
い
う
三
つ
の
特
色
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３　

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
表
象
―
―
「
公
共
圏
」
の
登
場

次
に
、
オ
リ
ヴ
ァ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
描
い
た
絵
画
や
風
刺
画
を
検
討
し
よ
う）

（9
（

。
絵
画
や
風
刺
画
は
、
式
典
や
紋
章
と
は
異
な
り
、
主
催
者

や
発
信
者
が
一
定
で
な
く
、
権
力
側
か
ら
の
み
公
開
や
出
版
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
を
も
た
な
い
側
か
ら
も
批
判
的
に
、
時
に
は
中

傷
的
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
絵
画
や
風
刺
画
は
、
政
治
文
化
を
論
じ
る
際
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
革
命
期
に
絵
画
や

風
刺
画
、
カ
リ
カ
ッ
チ
ュ
ア
は
数
多
く
描
か
れ
た
が
、
内
戦
を
勝
利
に
導
い
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
存
在
は
特
別
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
国
王
処
刑

を
推
し
進
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
遠
征
し
、
帰
還
後
は
ラ
ン
プ
議
会
に
代
わ
り
一
六
五
三
年
七
月
に
指
名
議
会
を
成
立
さ

せ
、
同
年
一
二
月
に
は
「
統
治
章
典
」
に
よ
り
自
ら
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
と
い
う
地
位
に
つ
い
た
。
彼
は
、
文
字
通
り
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
後
半
の

立
役
者
で
あ
る
が
、
国
王
派
か
ら
見
れ
ば
「
許
し
が
た
い
敵
」
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
が
物
語
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
描
い
た
絵
画
や
風
刺
画
で
は
、
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
と
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
混

在
し
、
そ
れ
ら
は
活
発
な
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、
当
人
が
予
測
も
し
な
い
方
向
へ
多
元
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
六
四
〇
年
の
革

命
の
開
始
後
、
検
閲
制
度
が
事
実
上
崩
壊
し
、「
彼
の
前
後
の
時
代
の
君
主
た
ち
と
違
っ
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
彼
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
作
成
を



五
二

厳
し
く
統
制
し
な
か
っ
た
。
世
俗
的
儀
礼
や
肖
像
画
は
空
位
期
で
も
存
続
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
ま
と
ま
り
が
な
く
な
り
、
民
衆
化
し
、
印
刷

物
の
中
で
改
作
さ
れ
た
。
民
衆
的
印
刷
物
は
、
商
業
的
・
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
周
辺
か
ら
構
築
し
た）

3（
（

」
と

い
う
混
沌
と
し
た
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
大
き
く
ま
と
め
る
と
、
三
つ
の
特
色
で
あ
る
。
第
一
に
、
議
会
派
側
は
、
か
つ

て
国
王
や
貴
族
が
好
ん
で
用
い
た
宮
廷
的
手
法
に
よ
っ
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
崇
高
で
高
貴
に
描
こ
う
と
し
た
、
第
二
に
、
国
王
よ
り
の
人
々

は
「
許
し
が
た
い
敵
」
を
意
図
的
に
邪
悪
で
狡
猾
な
人
物
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
、
第
三
に
、
議
会
側
と
国
王
側
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

イ
メ
ー
ジ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
発
な
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
表
象
を
通

じ
て
「
公
共
圏public	sphere
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
議
論
の
場
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
点
か
ら
述
べ
よ
う
。
議
会
側
が
提
示
し
た
の
は
、
一
六
四
九
年
の
有
名
な
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
肖
像
画
（
図
８
参
照
）
に
代
表
さ
れ
る
。

画
家
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
こ
の
肖
像
画
は
、
当
時
の
宮
廷
的
・
貴
族
的
手
法
に
の
っ
と
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
彼
が

宮
廷
画
家
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
の
絵
か
ら
多
く
を
学
び
、
そ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ

一
世
お
気
に
入
り
の
画
家
で
、
有
名
な
国
王
の
肖
像
画
を
多
数
残
し
て
い
る
が
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

の
は
、
廷
臣
ト
マ
ス
・
ウ
ェ
ン
ト
ワ
ー
ス
の
一
六
三
六
年
の
肖
像
画
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
図
９
参
照）

31
（

）。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
宮
廷
画

家
の
手
法
を
用
い
て
、
議
会
派
の
リ
ー
ダ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
高
貴
に
描
く
と
い
う
「
横
領
」
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。「
横
領
」
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
近
世
の
政
治
文
化
を
研
究
す
る
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
が
用
い
た
概
念
で
、
印
刷
物
が
、
書
き
手
や
発
信
者
の
意
図
を
離
れ
て
、
受

容
者
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
た
り
深
読
み
さ
れ
、
時
に
は
曲
解
や
誤
解
も
あ
っ
て
、
新
た
な
解
釈
が
付
加
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る）

3（
（

。

そ
れ
に
対
し
て
第
二
に
、
図
1（
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
描
い
た
一
六
四
九
年
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
批
判
の
版
画
で
あ
り
、
国
王
派
が
用
い
た
「
王

位
簒
奪
者
」
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
。
国
王
派
は
、
広
く
民
衆
に
流
布
し
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
の
手
法
を
意

図
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
狡
猾
で
自
己
中
心
的
な
行
動
を
暴
き
出
す
」
の
で
あ
っ
た）

33
（

。
こ
の
よ
う
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
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は
、
邪
悪
で
狡
猾
な
人
物
と
し
て
表
現
さ
れ
た
。

第
三
の
特
色
に
移
る
と
、
議
会
派
が
描
い
た
よ
う
な
肖
像
画
は
一
点
限
り
の
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
社
会
的
影
響
力
が
あ
ま
り
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
肖
像
画
が
社
会
的
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
模
倣
さ
れ
複
製
さ
れ
て
、
繰
り
返
し
印
刷
物
と
し
て
表
れ
た
場
合
で
あ

る
。
事
実
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
肖
像
画
は
、
改
作
を
伴
い
な
が
ら
、
そ
の
後
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
作
権

な
ど
な
か
っ
た
一
七
世
紀
に
は
、
こ
う
し
た
模
倣
や
複
製
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
図
11
は
、
一
六
五
一
年
の
ウ
ー
ス
タ
ー
の
戦
勝
直
後
に
出

版
さ
れ
た
議
会
派
側
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
挿
絵
で
、
明
ら
か
に
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
肖
像
画
が
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る）

3（
（

。

た
だ
し
、
改
作
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
有
利
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
図
1（
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
は
、
一
六
六
三
年
の
国
王
側
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
中
傷
的
に
用
い
ら
れ
、
首
に
巻
き
付
い
た
縄
は
王
政
復
古
後
に
彼
の
遺
体
が
墓
か
ら
暴
き
だ
さ
れ
、
首
と
体
が
切
断
さ
れ
た

と
い
う
残
忍
な
報
復
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た）

35
（

。
こ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
に
は
、
国
王
派
が
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
肖
像
画
を
改
作
し
た
「
横
領
」

の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
肖
像
画
が
宮
廷
画
家
の
手
法
を
「
横
領
」
し
た
の
と
比
べ
る
と
、
逆
方
向
の
「
横
領
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
表
象
は
、
好
意
的
な
も
の
か
ら
批
判
的
な
も
の
ま
で
幅
広
く
印
刷
物
と
な
り
、
広
範
に
市
場
へ
出
回
っ

た
。
そ
れ
ら
は
、
好
奇
心
を
駆
り
立
て
、
市
民
や
民
衆
に
ま
で
浸
透
し
、
肖
像
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
論
議
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
国
王
側

が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
「
狡
猾
で
自
己
中
心
的
な
」
人
物
と
し
て
描
く
た
め
、
民
衆
に
親
し
ま
れ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
の
手
法
を
用
い
た
こ
と
は
、

期
せ
ず
し
て
議
論
の
場
を
広
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
や
共
和
国
を
め
ぐ
る
場
は
「
公
共
圏
」
と
で
も
呼

べ
る
よ
う
な
議
論
の
場
と
な
っ
た）

3（
（

。
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
と
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
混
在
す
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
表
象
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
図

像
の
解
釈
を
支
配
者
が
一
元
的
に
統
制
し
よ
う
と
し
た
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

革
命
期
に
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
絵
画
や
風
刺
画
が
大
量
か
つ
多
様
に
出
現
し
た
。
そ
こ
に
は
、
第
一
に
、
議
会
派
側
が
、
宮
廷
的
手
法
に
よ
っ

て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
崇
高
で
高
貴
に
描
こ
う
と
し
、
第
二
に
、
国
王
側
は
「
許
し
が
た
い
敵
」
を
意
図
的
に
邪
悪
で
狡
猾
に
描
こ
う
と
し
、
第
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三
に
、
議
会
側
と
国
王
側
か
ら
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
発
な
応
酬
が
現
れ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
表
象
を
通
じ
て
「
公
共
圏
」
と
で
も
呼
べ
る
議
論
の
場
が
登
場
し
た
と
い
う
三
つ
の
特
色
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

プ
ロ
テ
ク
タ
ー
期
の
儀
式
と
国
家
表
象

一
六
五
三
年
一
二
月
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
と
い
う
地
位
に
つ
き
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
は
軍
事
独
裁
色
を
強
め
た
。
体
制

の
安
定
を
求
め
る
人
々
は
、
一
六
五
七
年
二
月
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
王
位
提
供
を
打
診
し
た
が
、
彼
は
こ
の
提
案
を
拒
否
し
、
同
年
六
月
、
改

め
て
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
に
就
任
し
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
一
六
五
八
年
九
月
、
病
気
の
た
め
死
去
す
る
。
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
地
位
は
、
オ
リ
ヴ
ァ

か
ら
息
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
へ
引
き
継
が
れ
る
が
、
オ
リ
ヴ
ァ
の
カ
リ
ス
マ
性
は
引
き
継
が
れ
ず
、
翌
年
五
月
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
政
権
は
崩
壊
し

た
。
一
六
六
〇
年
の
王
政
復
古
に
向
か
っ
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
反
映
し
て
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
政
権
は
、
こ
れ
ま
で
革
命
の
後
退
期
と
理
解
さ
れ
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
政
治
文
化
論
の
視
点
に
た
つ
と
、
ラ
ン
プ
議
会
の
創
出
し
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
像
は
、
部
分
的
に
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

期
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
革
命
の
成
果
が
守
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
、
一
六
五
七
年
六
月
に
行
わ
れ
た
儀
式
の
中
に

も
表
れ
て
い
る
。
王
位
提
供
の
提
案
を
拒
否
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
に
再
就
任
す
る
た
め
の
式
典
を
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

会
館
で
執
り
行
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
批
判
者
と
し
て
こ
の
儀
式
に
参
加
す
る
た
め
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
貴
重
な
記
録
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
議
会
〔
の
メ
ン
バ
ー
〕
は
就
任
式
の
た
め
に
整
列
し
た
。
プ
ロ
テ
ク

タ
ー
の
厳
粛
な
就
任
式
は
、
大
い
な
る
華
麗
さ
と
荘
厳
さ
を
も
っ
て
考
案
さ
れ
て
い
た
。
…
…
こ
れ
ら
の
厳
粛
な
儀
式
全
体
が
挙
行
さ
れ
、
終

了
す
る
と
き
、
あ
る
紋
章
官
が
、
実
際
に
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
鳴
ら
し
て
い
る
人
を
含
む
三
人
の
奏
者
を
従
え
て
、
彼
に
向
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
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ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
お
よ
び
そ
こ
に
属
す
る
領
土
の
ロ
ー
ド
・
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
と
宣
言
し
た
。
…
…
再
び
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が

響
き
渡
り
、
人
々
は
幾
多
の
歓
声
と
大
声
を
あ
げ
て
、
神
は
ロ
ー
ド
・
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
を
救
い
給
う
と
叫
ん
だ）
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」。
こ
の
よ
う
に
儀
式
は
粛
々
と

進
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
就
任
式
に
お
い
て
議
会
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
の
国
王
即
位
儀
式
や
国
王
入
市
式
な
ど
で
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
り
、
同
時
に
ラ
ン
プ
議
会
が
執
り
行
っ
た
式
典
の
中
に
見
ら

れ
た
特
色
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ン
プ
議
会
の
特
色
は
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
期
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
紋
章
や
国
璽
と
い
っ
た
国
家
表
象
で
は
、
少
な
か
ら
ぬ
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
ハ
ー
プ
を
組
み
合
わ
せ
た
紋
章
に
代
わ
り
、
四
分
画
の
右
上
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
紋
章
、
左
下
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
紋
章
＝
ハ
ー

プ
を
配
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
紋
章
と
し
て
一
六
五
八
年
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
（
図
13
参
照
）。
初
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
紋
章
と
配
置
は
似
て
い
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
は
、
も
っ
と
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

何
よ
り
も
、
ラ
ン
プ
議
会
の
時
期
に
除
外
さ
れ
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
再
び
組
み
込
ま
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
新
紋
章
の
背
後
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
続
い
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
征
服
さ
れ
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
し
て
一
体
化
さ
れ
た
と
い
う

地
理
的
観
念
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
一
六
五
一
年
一
〇
月
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
合
同
が
宣
言
さ
れ
、
五
三
年
七
月
開

会
の
指
名
議
会
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
一
三
三
名
に
対
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
五
名
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
五
名
の
議
席
が

与
え
ら
れ
た
。
同
年
一
二
月
の
議
員
定
数
で
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
三
〇
名
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
三
〇
名
が
与
え
ら
れ
た
。
当
時
の
議
席
は
、

国
家
の
地
理
的
範
囲
を
明
示
す
る
と
い
う
役
割
を
も
っ
て
お
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
も
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一

員
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
紋
章
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
現
実
を
反
映
し
て
お
り
、
決
し
て
初
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
国
家
表
象
に
戻
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
一
六
五
八
年
と
い
う
同
じ
年
に
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
政
権
の
旗
が
現
れ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。
こ
の
と
き
イ
ン
グ
ラ
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ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
組
み
込
ん
だ
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
旗
が
初
め
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
（
図
1（
参
照
）。
一
六
〇
三

年
に
誕
生
し
た
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
旗
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
ル
ー
旗
を

組
み
合
わ
せ
た
ユ
ニ
オ
ン
・
フ
ラ
ッ
グ
（
図
15
参
照
）
が
海
軍
旗
と
し
て
現
れ
た）
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。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
入
っ
て
い
な
い
と

い
う
大
き
な
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
一
六
五
八
年
の
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
旗
は
、
今
日
の
も
の
と
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
三
国
を
一
つ
に
配
し
て
表
現
し
た
と
こ
ろ
が
画
期
的
で
あ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
紋

章
や
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
政
権
の
旗
は
、
ラ
ン
プ
議
会
の
そ
れ
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
当
時
の
地
理
的
観
念
に
即
応
し
た
現
実
的
な
も
の
で
、
特

に
後
者
は
初
め
て
三
国
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
点
で
意
義
深
か
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
第
一
に
、
ラ
ン
プ
議
会
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
ど
の
よ
う
に
創
出
し
た
か
を
、
行
政
の
場
と
式
典
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
し
、
第
二

に
、
ラ
ン
プ
議
会
が
ど
の
よ
う
な
国
家
表
象
を
企
て
た
か
を
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
紋
章
や
国
璽
に
注
目
し
て
検
討
し
、
第
三
に
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
の
表
象
が
単
に
君
主
政
や
貴
族
政
の
影
響
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
批
判
的
な
風
刺
画
な
ど
の
介
在
に
よ
っ
て
幅
広
い
議
論
の
場
を
提
供
し

た
こ
と
を
示
し
、
第
四
に
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
期
の
儀
式
で
も
ラ
ン
プ
議
会
の
時
期
と
同
じ
く
議
会
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
紋
章
な
ど
に
よ

る
国
家
表
象
で
は
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
文
化
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
に
は
、
伝
統
的
な
政
治
文
化
の
様
式
や
形
態
を
援
用
し
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
の
政
治
文
化
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
提
示
し
た
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
に
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
関
す
る
議
論
が
白
熱
し
、
著
作
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
形
を
と
っ
て
、
様
々
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
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ル
ス
論
が
開
花
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
文
献
史
料
の
成
果
と
と
も
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
創
出
す
る
政
治
文
化
的
な
努
力
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
従
来
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
文
献
史
料
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
『
自
由
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
樹
立
す
る
た

め
の
周
到
な
道
』
は
、
一
六
六
〇
年
三
月
と
い
う
王
政
復
古
を
一
か
月
後
に
控
え
た
時
期
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
切
迫
し
た
時
に
ミ
ル
ト
ン
は
、

来
し
方
を
回
顧
し
反
省
し
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
へ
の
彼
の
希
望
は
少
し
も
揺
ら
い
で
い
な
か
っ
た
。

「
た
だ
一
人
の
人
物
と
貴
族
院
が
存
在
し
な
い
自
由
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
こ
そ
、
も
ち
う
る
な
ら
ば
、
最
善
の
政
府
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余

地
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
ず
っ
と
そ
れ
を
期
待
し
て
き
た
が
、
い
ま
だ
に
獲
得
で
き
な
い
で
い
る
。
実
際
に
君
主
政
が
解
体
し
た
と
き
、

た
だ
一
つ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
形
態
が
つ
く
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
人
民
が
、
そ
の
秩
序
、
機
能
性
、
恩
恵
に
あ
ず
か
り
、
喜
ん

だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
今
日
ま
で
確
固
と
し
て
根
を
お
ろ
し
、
動
揺
・
変
化
・
恐
怖
を
こ
え
て
、
栄

え
て
い
た
だ
ろ
う
。
…
…
今
こ
そ
、
私
た
ち
が
自
由
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
永
遠
に
こ
の
国
で
樹
立
す
べ
き
絶
好
の
機
会
で

あ
る）
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こ
の
よ
う
な
ミ
ル
ト
ン
の
信
念
に
接
す
る
と
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
関
す
る
期
待
感
が
革
命
期
に
相
当
程
度
普
及
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
ラ
ン
プ
議
会
や
国
務
会
議
、
ま
た
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
政
権
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
政
治
文
化
的
に
絶
え
間
な
く
創

出
さ
れ
、
新
し
く
意
味
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

註（
１
）		

イ
ギ
リ
ス
史
上
に
お
け
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
岩
井
淳
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
概
念
の
史
的
変
遷
」
山
本
正
・
細
川
道
久
編
『
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
刊
行
予
定
を
参
照
。
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（
２
）		

テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
書
き
手
と
受
け
手
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ア
ナ
ベ
ル
・
ブ
レ
ッ
ト
著
、
岩
井
淳
訳
「
い
ま
思
想
史
と
は
何
か
」
Ｄ
・
キ
ャ
ナ
ダ
イ
ン
編
、

平
田
雅
博
・
岩
井
淳
・
菅
原
秀
二
・
細
川
道
久
訳
『
い
ま
歴
史
と
は
何
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
３
）		
二
宮
宏
之
「
王
の
儀
礼
」
柴
田
三
千
雄
ほ
か
編
『
世
界
史
へ
の
問
い
７

　
権
威
と
秩
序
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
松
浦
義
弘
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
王
権
」

『
岩
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〇
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、
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史
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〇
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史
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〇
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入
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史
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〇
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仲
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、
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入
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６
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〔
付
記
〕
こ
の
論
文
は
、
重
近
啓
樹
先
生
を
追
悼
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
六
日
未
明
、
重
近
先
生
は
亡
く

な
ら
れ
た
。
今
、
手
帳
を
ひ
も
と
く
と
、
先
生
は
、
一
一
月
一
〇
日
の
歴
史
の
コ
ー
ス
会
議
と
社
会
学
科
会
に
出
席
し
、
い
く
つ
か
の
重
要
な

案
件
を
こ
な
し
、
学
科
会
で
は
有
意
義
な
発
言
も
し
て
い
た
。
大
学
人
と
し
て
、
最
後
ま
で
仕
事
を
ま
っ
と
う
し
た
本
当
に
立
派
な
姿
だ
っ
た
。
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そ
の
日
は
、
学
科
会
後
に
再
び
コ
ー
ス
会
議
を
行
っ
た
が
、
こ
の
後
、
先
生
と
研
究
室
前
で
少
し
話
し
、「
私
と
戸
部
さ
ん
は
、
明
日
か
ら
学
生

と
合
宿
に
出
か
け
ま
す
が
、
何
か
あ
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
る
と
、
別
れ
際
、
い
つ
も
の
よ
う
に
優
し
く
微
笑
ん
で

く
れ
た
。
ま
さ
か
、
そ
れ
が
先
生
と
の
今
生
の
別
れ
に
な
る
と
は
、
今
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
で
い
る
。

重
近
先
生
の
ご
逝
去
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
だ
っ
た
。
一
一
月
二
九
日
の
お
通
夜
と
三
〇
日
の
ご
葬
儀
を
同
僚
の
戸
部
健
さ
ん
と
と

も
に
務
め
た
。
こ
の
時
は
、
参
列
者
を
迎
え
る
側
に
回
り
、
悲
し
む
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
は
喪
失
感
が
と
め
ど
な
く
襲
い
、
ぽ
っ

か
り
と
穴
の
あ
い
た
よ
う
な
放
心
状
態
が
し
ば
ら
く
続
い
た
。「
あ
の
時
、
こ
う
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」「
あ
ん
な
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
よ

か
っ
た
」
と
際
限
な
く
後
悔
や
自
責
の
念
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
生
の
一
周
忌
も
近
づ
き
、
よ
う
や
く
当
時
を
冷
静
に
振
り
返
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
先
生
と
私
は
、
人
文
学
部
で
は
浅
か
ら
ぬ
仲
だ
っ
た
の
で
、
来
し
方
を
少
し
回
顧
し
て
み
た
い
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
先
生
の
死
を
客
観
的
に
受
け
止
め
、
悲
し
み
を
癒
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

出
会
い
は
、
か
れ
こ
れ
二
〇
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
私
が
、
静
岡
大
学
人
文
学
部
に
着
任
し
た
一
九
九
〇
年
四
月
か
ら
重
近
先
生
と
の

付
き
合
い
は
始
ま
っ
た
。
私
が
、
新
任
教
員
と
し
て
辞
令
を
受
け
取
っ
て
い
る
最
中
に
、
前
日
出
し
た
引
っ
越
し
の
荷
物
が
届
い
た
と
い
う
知

ら
せ
が
あ
っ
た
。
そ
の
荷
物
は
、
大
学
の
研
究
室
と
宿
舎
の
二
か
所
に
降
ろ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
研
究
者
の
宿
命
か
、
何
し
ろ
本
が
多

く
て
、
引
っ
越
し
に
は
難
渋
し
た
。
そ
の
私
を
助
け
て
く
れ
た
の
が
、
ま
だ
助
教
授
時
代
の
重
近
さ
ん
だ
っ
た
（
こ
こ
か
ら
は
「
重
近
先
生
」

を
や
め
、
普
段
呼
ん
で
い
た
「
重
近
さ
ん
」
に
戻
そ
う
）。
重
近
さ
ん
は
、
当
時
、
研
究
生
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
柴
田
昇
さ
ん
な
ど
を
動
員
し

て
、
若
々
し
い
ジ
ャ
ー
ジ
姿
で
引
っ
越
し
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
着
任
時
に
専
任
講
師
だ
っ
た
私
が
、
二
年
後
に
助

教
授
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
お
互
い
若
手
の
助
教
授
と
し
て
何
で
も
相
談
し
、
協
力
し
ま
し
ょ
う
」
と
暖
か
く
声
を
か
け
て
く
れ
て
、
親
し

い
付
き
合
い
が
続
い
た
。

重
近
さ
ん
は
、
東
洋
史
学
コ
ー
ス
の
助
教
授
で
、
中
国
現
代
史
を
専
攻
す
る
今
井
駿
先
生
が
教
授
だ
っ
た
。
私
は
、
西
洋
史
学
コ
ー
ス
の
所
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属
で
あ
っ
た
が
、
西
洋
史
学
は
、
お
隣
の
東
洋
史
学
に
比
べ
て
、
教
員
の
出
入
り
が
激
し
く
、
よ
く
言
え
ば
活
気
が
あ
り
、
悪
く
言
え
ば
落
ち

着
か
な
か
っ
た
。
私
が
赴
任
し
た
時
、
教
授
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
現
代
史
専
攻
の
上
杉
忍
先
生
は
、
一
九
九
三
年
四
月
に
横
浜
市
立
大
学
に
転
出

さ
れ
た
。
代
わ
っ
て
赴
任
さ
れ
た
の
が
、
ロ
シ
ア
中
世
史
専
攻
の
松
木
栄
三
先
生
で
あ
る
。
西
洋
史
学
コ
ー
ス
は
、
そ
の
後
も
教
養
部
解
体
に

と
も
な
っ
て
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
に
ド
イ
ツ
中
世
史
を
専
攻
す
る
三
浦
弘
万
先
生
と
古
代
ロ
ー
マ
史
を
専
攻
す
る
毛
利
晶
先
生
を
お
迎
え
し
、

一
時
は
四
名
の
大
所
帯
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
一
九
九
七
年
三
月
に
定
年
で
退
職
し
た
三
浦
先
生
と

二
〇
〇
六
年
三
月
に
定
年
で
退
職
し
た
松
木
先
生
の
後
任
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
、
毛
利
先
生
が
一
九
九
九
年
三
月

に
神
戸
大
学
文
学
部
に
転
出
し
、
代
わ
っ
て
同
年
四
月
か
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
専
攻
の
澤
田
典
子
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
研
究
室
の
変
動
時
に
、
い
つ
も
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
お
世
話
に
な
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
重
近
さ
ん
だ
っ
た
。
東
洋
史
学

と
西
洋
史
学
の
研
究
室
は
、
共
通
の
名
簿
を
作
成
し
た
り
、
共
同
で
合
宿
を
行
っ
た
り
と
、
い
つ
も
歩
調
を
合
わ
せ
て
歩
ん
で
き
た
。
困
っ
た

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
二
人
で
知
恵
を
出
し
合
い
、
幾
度
と
な
く
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
研
究
室
を
行
き
来
し
て
、
お
互
い
最
近
や
っ
て
い

る
研
究
の
話
を
し
、
本
や
論
文
の
抜
刷
を
交
換
し
合
っ
た
。
私
の
研
究
室
に
は
、
端
正
な
文
字
で
謹
呈
の
意
を
添
え
た
重
近
さ
ん
の
本
や
論
文

が
た
く
さ
ん
あ
る
。
二
人
で
夜
遅
く
ま
で
話
を
し
て
、
最
後
は
、「
静
大
の
歴
史
学
講
座
を
少
し
で
も
風
通
し
の
良
い
、
楽
し
い
場
に
し
ま
し
ょ

う
」
と
述
べ
、
何
度
も
、
あ
の
迷
路
の
よ
う
な
研
究
室
の
ド
ア
を
後
に
し
て
き
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
、
歴
史
文
化
コ
ー
ス
が
誕
生
し
、
東
洋
史
学
コ
ー
ス
と
西
洋
史
学
コ
ー
ス
を
再
編
し
、
比
較
文
明
史
分
野
と
近
現

代
史
分
野
が
生
ま
れ
る
と
、
話
題
の
中
心
は
、
世
界
史
の
分
野
を
ど
の
よ
う
に
運
営
し
、「
役
に
立
た
な
い
」
と
言
わ
れ
る
歴
史
学
を
、
ど
の
よ

う
に
活
性
化
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
ん
な
二
人
の
話
し
合
い
か
ら
、
高
校
と
大
学
を
結
び
、
世
界

史
と
日
本
史
を
架
橋
す
る
歴
史
教
育
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
一
月
に
は
、
二
人
で
大
阪
大
学
歴
史
教
育
研

究
会
の
調
査
に
出
か
け
た
。
そ
の
折
の
こ
と
は
、
昨
年
の
報
告
書
に
も
記
し
た
が
、
一
月
の
底
冷
え
す
る
梅
田
の
町
で
、
夕
食
を
共
に
し
な
が
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ら
一
献
傾
け
、「
静
岡
大
学
で
も
、
大
阪
大
学
に
負
け
な
い
よ
う
に
何
か
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
熱
く
語
り
合
っ
た
こ
と
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え

て
い
る
。
そ
の
年
の
四
月
に
戸
部
さ
ん
が
赴
任
す
る
と
、
今
度
は
、
重
近
さ
ん
が
音
頭
を
と
っ
て
、
一
二
月
に
三
人
で
学
習
院
大
学
文
学
部
史

学
科
の
調
査
に
出
か
け
た
。
そ
れ
ら
は
、
重
近
さ
ん
と
の
忘
れ
が
た
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。
重
近
さ
ん
の
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
て
、
二
〇
一
〇

年
一
二
月
に
静
岡
歴
史
教
育
研
究
会
が
発
足
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
振
り
返
る
と
、
重
近
さ
ん
と
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
楽
し
い
思
い
出
を
共
有
し
、
ま
た
有
意
義
な
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
た
。「
岩
井
さ
ん
、
悲
し
む
だ
け
で
は
だ
め
で
す
よ
。
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
よ
ろ
し
く
頼
み
ま
す
よ
」
と
、
今
も
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
二
二
年
に
も
の
ぼ
る
ご
厚
誼
に
深
く
感
謝
し
、
重
近
さ
ん
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。
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六
四

地図　ピューリタン革命期のロンドン
出典：岩井淳『千年王国を夢みた革命』講談社，1995年，179頁．



六
五

図１　エリザベス一世の紋章
出典：P.	S.	Fry,	Kings & Queens,	London,	
1997,	p.1（（.

図３　コモンウェルスの紋章（1649年）
出典：岩井淳『ピューリタン革命と複合国家』山
川出版社，（（1（年，（1頁．

図２　初期ステュアート朝（ジェイ
ムズ一世とチャールズ一世）の紋章
出典：P.	S.	Fry,	Kings & Queens,	London,	
1997,	pp.1（8,13（.



六
六

表面

裏面

図４　コモンウェルスの国璽（1651年，1649年の国璽もほぼ同形）
出典：S.	Kelsey,	Inventing a Republic,	Manchester,	1997,	p.11（.



六
七

図５　コモンウェルスの紋章を掲げた海軍船（1652年）
出典：S.	Kelsey,	Inventing a Republic,	Manchester,	1997,	p.117.

図６　コモンウェルスの紋章を掲げたランプ議会（1653年）
出典：S.	Kelsey,	Inventing a Republic,	Manchester,	1997,	p.117.



六
八

図７　コモンウェルスの紋章を記載したミルトンの『イングランド人民弁護
論』（1651年）
出典：S.	Kelsey,	Inventing a Republic,	Manchester,	1997,	p.115.



六
九

図８　クロムウェルの肖像画（1649年）
出典：Robert	Walker,	Oliver Cromwell,	1（（9,	quoted	in	L.	Knoppers,	Constructing 
Cromwell,	Cambridge,	（（（（,	p.33.



七
〇

図９　廷臣トマス・ウェントワースの肖像画（1636年）
出典：C.	V.	Wedgwood,	Strafford, 1593-1641,	Westport,	197（,	p.3（9.



七
一

図10　オランダ人が描いたクロムウェル批判の版画（1649年）
出典：Romeyn	de	Hooghe,	The Coronation of Oliver Cromwell,	1（（9,	quoted	in	L.	
Knoppers,	Constructing Cromwell,	Cambridge,	（（（（,	p.（（.



七
二

図11　ウースターの戦勝直後に出版された議会派によるクロムウェルの版画
（1651年）
出典：A Perfect List of all the Victories Obtained,	1（51,	quoted	in	L.	Knoppers,	
Constructing Cromwell,	Cambridge,	（（（（,	p.59.



七
三

図12　批判者によるクロムウェルの版画（1663年）
出典：James	Heath,	Flagellum,	1（（3,	quoted	in	L.	Knoppers,	Constructing Cromwell,	
Cambridge,	（（（（,	p.19（.



七
四

図14　イングランドとスコットラン
ドとアイルランドを組み込んだユニ
オン・ジャック旗（1658年）
出典：岩井淳編『複合国家イギリスの宗
教と社会』ミネルヴァ書房，（（1（年，1（5
頁．

図13　プロテクター・クロムウェルの紋章（1658年）
出典：岩井淳『ピューリタン革命と複合国家』山川出版社，（（1（年，（5頁．

図15　初期ステュアート期のユニオ
ン・フラッグ
出典：森護『ユニオン・ジャック物語』
中公新書，199（年，口絵．


